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企
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付
規
則
の
一
部
改
正  

一

　
　
　
　
　
　
　
告
　
　
　
　
　
示

令
和
五
年
度
臨
時
種
畜
検
査
に
合
格
し
た
種
畜  

一

道
路
占
用
の
制
限  

一

○
規
　
　
　
　
　
則

　

大
分
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
九
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

大
分
県
規
則
第
四
十
三
号

　
　
　
大
分
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　

　

大
分
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
規
則
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
三
の
経
営
革
新
計
画
承
認
グ
ル
ー
プ
事
業
の
項
、
下
請
振
興
事
業
計
画
承
認
グ
ル
ー
プ
事
業
の

項
、
総
合
効
率
化
計
画
認
定
グ
ル
ー
プ
事
業
の
項
、
施
設
集
約
化
事
業
の
項
、
共
同
施
設
事
業
の
項
、
設
備

リ
ー
ス
事
業
の
項
、
企
業
合
同
事
業
の
項
、
集
団
化
事
業
の
項
及
び
集
積
区
域
整
備
事
業
の
項
中
「
〇
・
四

〇
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
〇
・
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
四
の
地
域
産
業
創
造
基
盤
整
備
活
性
化
事
業
の
項
及
び
商
店
街
整
備
等
活
性
化
支
援
事
業
の
項
中

「
〇
・
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
〇
・
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
第
三
及
び
別
表
第
四
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
申

　

請
さ
れ
る
資
金
の
貸
付
け
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
申
請
さ
れ
た
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

　

前
の
例
に
よ
る
。

３　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の

　

規
定
に
よ
り
貸
し
付
け
て
い
る
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
三
百
八
十
八
号

　

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
令
和
五

年
度
の
臨
時
種
畜
検
査
に
合
格
し
た
種
畜
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

令
和
五
年
九
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

種
畜
証
明
書
番
号

名
前

品
種

検
査
成
績

32344990001
Ｔ

Ｌ
5057

そ
の
他

級
外

大
分
県
告
示
第
三
百
八
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路

の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
九
月
十
二
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
九
月
十
二
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

占
用
を
制
限
す
る
区
域

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

区　

域

県
道
山
香
国
見
線

豊
後
高
田
市
一
畑
字
一
里
迫
一
六
六
番
二
七
か
ら

豊
後
高
田
市
一
畑
字
一
里
迫
一
六
六
番
二
六
ま
で



令
和
五
年
九
月
十
二
日

二

大
分
県
報
（
告
示
）

県
道
地
蔵
峠
小
田
原
線

豊
後
高
田
市
黒
土
字
三
畑
大
ケ
平
二
五
一
二
番
一
か
ら

豊
後
高
田
市
長
岩
屋
字
一
ノ
払
一
八
四
五
番
四
ま
で

一
般
国
道
五
〇
〇
号

別
府
市
大
字
鶴
見
字
明
礬
一
三
四
三
番
三
か
ら

別
府
市
大
字
鶴
見
字
ザ
ッ
シ
ョ
ウ
原
一
二
九
三
番
一
一
ま
で

県
道
山
香
院
内
線

杵
築
市
山
香
町
大
字
日
指
字
下
宮
平
一
六
一
四
番
五
地
先
か
ら

杵
築
市
山
香
町
大
字
日
指
字
下
宮
平
一
七
二
四
番
四
地
先
ま
で

県
道
別
府
湯
布
院
線

由
布
市
湯
布
院
町
川
上
字
ソ
ノ
田
一
五
一
二
番
一
三
か
ら

由
布
市
湯
布
院
町
川
上
字
無
田
一
五
一
四
番
一
七
ま
で

県
道
臼
杵
津
久
見
線

臼
杵
市
大
字
板
知
屋
字
大
寺
浦
一
番
四
六
か
ら

臼
杵
市
大
字
板
知
屋
字
大
寺
浦
一
番
四
七
ま
で

一
般
国
道
三
八
八
号

佐
伯
市
蒲
江
大
字
畑
野
浦
字
下
り
松
七
番
二
か
ら

佐
伯
市
蒲
江
大
字
楠
本
浦
字
古
浦
一
二
番
八
ま
で

県
道
色
宮
港
木
立
線

佐
伯
市
米
水
津
大
字
浦
代
浦
字
石
原
ジ
ャ
リ
一
〇
〇
八
番
一
か
ら

佐
伯
市
大
字
木
立
字
大
野
四
八
七
五
番
三
ま
で

一
般
国
道
四
四
二
号

竹
田
市
久
住
町
大
字
久
住
字
久
住
山
四
〇
〇
八
番
二
八
か
ら

竹
田
市
久
住
町
大
字
白
丹
字
板
木
七
五
七
三
番
二
〇
ま
で

県
道
庄
内
久
住
線

竹
田
市
直
入
町
大
字
下
田
北
字
長
迫
三
三
九
番
四
か
ら

竹
田
市
直
入
町
大
字
下
田
北
字
松
山
三
七
三
〇
番
五
ま
で

竹
田
市
久
住
町
大
字
久
住
字
田
町
向
町
六
二
六
八
番
二
地
内

県
道
玖
珠
山
国
線

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
古
後
字
柚
ノ
木
一
六
五
番
八
か
ら

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
古
後
字
柚
ノ
木
一
八
六
番
一
地
先
ま
で

一
般
国
道
三
八
六
号

日
田
市
大
字
夜
明
字
川
崎
一
八
〇
五
番
一
地
先
か
ら

日
田
市
大
字
夜
明
字
エ
ゴ
一
八
三
七
番
八
地
先
ま
で

県
道
天
瀬
阿
蘇
線

日
田
市
上
津
江
町
川
原
字
ク
レ
コ
ノ
四
七
四
九
番
八
か
ら

日
田
市
上
津
江
町
川
原
字
道
ノ
上
下
四
七
三
九
番
一
四
ま
で

一
般
国
道
三
八
七
号

宇
佐
市
院
内
町
櫛
野
字
出
口
六
二
番
二
〇
か
ら

宇
佐
市
院
内
町
櫛
野
字
観
音
八
番
ま
で

宇
佐
市
院
内
町
田
所
字
玉
来
一
一
八
番
三
か
ら

宇
佐
市
院
内
町
田
所
字
玉
来
一
一
七
番
四
ま
で

宇
佐
市
院
内
町
田
所
字
川
窪
二
八
八
番
四
か
ら

宇
佐
市
院
内
町
田
所
字
川
窪
二
九
五
番
三
ま
で

二　

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

　

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た
電
柱
の
更

新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）

　

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地

を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三　

占
用
を
制
限
す
る
理
由

　

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害
の
拡
大
を

防
止
す
る
た
め
。

四　

占
用
の
制
限
を
開
始
す
る
期
日

　
　

令
和
五
年
十
月
一
日


